
税
シ
ス
テ
ム
）
等
で
早
め
の
ご
提
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
「
所
得
税
の
確
定
申
告
書

の
手
引
き
」
や
申
告
書
用
紙
等
は
、

国
税
庁
HP
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

▼
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
開
始
の
届
出（
オ 

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開
始
届
出
手
続
き

も
可
能
）
を
行
う
と
、
所
得
税
の
申

告
や
全
て
の
税
目
の
納
税
、
申
請
・

届
出
等
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
で
き
ま
す
。

▼
本
人
の
電
子
署
名
お
よ
び
電
子
証
明

書
を
付
し
て
、
３
月
15
日
㈫
ま
で
に
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

で
行
う
と
、
最
高
５
、
０
０
０
円
の

所
得
税
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
平
成
19
年
分
か
ら
21

年
分
ま
で
の
確
定
申
告
で
本
控
除
の

適
用
を
受
け
た
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
）
。

　
　

ま
た
、
国
税
庁
HP
で
作
成
し
た
デ

ー
タ
を
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

▼
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得

合
計
額
が
所
得
控
除
額
を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
者
で
、
年
収
２
、
０
０
０ 

万
円
を
超
え
る
方

▼
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
方

▼
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
の
所
得

が
20
万
円
を
超
え
る
方

▼
土
地
・
建
物
・
株
式
等
を
譲
渡
し
た

方
▼
給
与
所
得
者
（
所
得
税
が
源
泉
徴
収

さ
れ
て
い
る
方
）
で
、
雑
損
・
医
療

費
・
寄
附
金
・
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
等

を
受
け
ら
れ
る
方

▼
平
成
22
年
中
に
就
職
ま
た
は
退
職
し

た
方
で
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
、

年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
方　

◎
確
定
申
告
書
の
「
還
付
さ
れ
る
税
金

の
受
取
場
所
」
の
記
載
は
正
確
に
お
願

い
し
ま
す
。

▼
所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
書

を
提
出
さ
れ
る
方
は
、
国
税
庁
HP

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）
で
申

告
書
を
作
成
の
う
え
、
郵
送
ま
た
は

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納

▼
確
定
申
告
書
等
の
「
控
」
に
税
務
署

の
受
付
印
が
必
要
な
方
は
、
申
告
書
、

申
告
書
控
、
返
信
用
封
筒
（
住
所
・

氏
名
を
記
載
し
、
必
要
額
の
切
手
を

貼ち
ょ
う

付ふ

）
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
平
成
22 

年
分
以
降
に
使
用
す
る
も
の
か
ら
、

住
民
税
用
が
無
く
な
り
、
提
出
用
と

控
用
の
２
枚
で
１
組
に
な
り
ま
す
。

　
　

な
お
、
源
泉
徴
収
票
等
の
添
付
書

類
は
、
申
告
書
の
裏
面
に
貼は

ら
ず
、

添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
、
申

告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
税
の
還
付
申
告
は
２
月
15
日
㈫

以
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
告
相
談
会
場　

所
沢
税
務
署
（
並
木

１
‐
７
）

相
談
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

所
沢
税
務
署
で
は
、
今
年
の
確
定
申

告
期
間
中
は
、
月
〜
金
曜
日
以
外
で
も
、

２
月
20
日
と
27
日
の
日
曜
日
に
限
り
、

確
定
申
告
書
用
紙
の
配
布
、
申
告
相
談
、

確
定
申
告
書
の
収
受
お
よ
び
納
付
相
談

を
行
い
ま
す
（
現
金
納
付
の
窓
口
業
務

は
行
い
ま
せ
ん
）
。

　

当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
車
で
の
来
署

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

納
税
は
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座

か
ら
納
税
で
き
る
振
替
納
税
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
分

納
期
限　

３
月
15
日
㈫

振
替
日　

４
月
22
日
㈮

▼
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人

事
業
者
）
の
確
定
申
告
分

納
期
限　

３
月
31
日
㈭

振
替
日　

４
月
27
日
㈬

　

振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、「
預 

貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付

依
頼
書
」
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
金

融
機
関
の
お
届
け
印
を
押
印
の
う
え
、

納
期
限
ま
で
に
税
務
署
ま
た
は
振
替
納

税
を
利
用
さ
れ
る
金
融
機
関
に
提
出

（
郵
送
）
し
て
く
だ
さ
い
。

【
愛
の
福
祉
基
金
】
●
㈳
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
市
民
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
実
行
委
員
会
様
（
５
、
１
２
０
円
）

●
所
沢
婦
人
ク
ラ
ブ
様
（
５
万
円
）

●
新
所
沢
団
地
長ち

ょ
う

生せ
い

ク
ラ
ブ
様
（
１ 

２
、
７
２
８
円
）
●
所
沢
市
社
交
ダ

ン
ス
連
盟
様
（
１
万
円
）
●
西
新
井

町
馬
頭
観
音
様
（
５
１
、
０
０
０
円
）

●
㈱
中
央
管
財
様
（
５
千
円
）
●
東

道
流
吟
道
陽
春
白
雪
会
総
本
部
様（
４ 

３
、
７
２
０
円
）
●
東
京
西
武
学
館

様
（
２
、
２
７
１
円
）
●
㈱
三
ヶ
島

製
作
所
様
（
1
0
0
万
円
）
●
学
研

緑
町
４
丁
目
教
室
お
た
の
し
み
会
一

同
様
（
１
万
円
）
●
あ
し
た
の
会
様

（
３
千
円
）
●
狭
山
ヶ
丘
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
様
（
２
千
円
）
●
所

沢
地
区
更
生
保
護
女
性
会
三
ヶ
島

支
部
様
（
５
万
円
）
●
何
で
も
話
そ

う
会
リ
ン
ク
様
（
２
千
円
）
●
み
ん

な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ほ
っ
と
ほ
っ
と
様

（
３
千
円
）
●
モ
リ
タ
ン
会
様
（
１

万
円
）
●
医
療
生
協
さ
い
た
ま
三
ヶ

島
支
部
様
（
２
千
円
）
●
新
中
里
住

宅
寿
楽
会
様
（
１
万
円
）
●
フ
ラ
・

ハ
ー
ラ
ウ
・
オ
・
プ
メ
ハ
ナ
様
（
１

５
５
、
３
５
０
円
）
●
所
沢
市
フ
ォ

ー
ク
ダ
ン
ス
連
盟
様
（
１
０
８
、
０
７

８
円
）●
所
沢
明
る
い
社
会
づ
く
り

の
会
新
所
沢
地
区
様
（
10
万
円
）

【
所
沢
市
緑
の
基
金
】
●
所
沢
婦
人

ク
ラ
ブ
様
（
10
万
円
）
●
中
新
井
環

境
推
進
員
会
様
（
７
、
２
９
１
円
）

●
い
る
ま
野
農
業
協
同
組
合
様
（
15 

万
円
）

【
交
通
事
故
防
止
啓
発
事
業
等
寄
付

金
】
●
㈱
宮
本
交
通
様
（
10
万
円
）

【
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
】
●
金
子

武
一
様
（
５
千
円
）
●
駒
崎
敏
郎
様

（
１
５
０
万
円
）

【
障
害
者
福
祉
事
業
へ
】
●
Ｊ
Ａ
い

る
ま
野
所
沢
地
域
統
括
支
店
様
（
ほ

う
れ
ん
草
２
０
０
束
）
●
東
海
漬
物

㈱
東
日
本
物
流
セ
ン
タ
ー
様
（
き
ゅ

う
り
の
キ
ュ
ー
ち
ゃ
ん
３
０
０
袋
）

【
松
原
学
園
へ
】
●
防
衛
医
科
大
学
校

並
木
祭
実
行
委
員
会
様
（
Ｃ
Ｄ
ラ
ジ
オ

カ
セ
ッ
ト
２
台
、
お
も
ち
ゃ
20
点
）
●

佐
野
英
資
様
（
お
も
ち
ゃ
11
点
）

※
11
月
16
日
〜
12
月
15
日
の
受
付
分

で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
善
意

①介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。ただし、年金から
保険料を引かれている場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、
その親族が社会保険料控除として申告することはできません。

②下表の介護サービスの利用料は、医療費控除の対象になります。
【留意事項】
▶下表の対象サービスには介護予防サービスも含まれます。
▶医療費控除の申告には、所定の事項が記載されている領収書の添付が

必要です。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、
介護保険低所得者等助成金の支給がある場合は、支払った金額から支
給された額を差し引いて申告することになります。

③身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、前年の12月31
日現在で要介護１から要介護５の認定を受けている方、または６か月
以上常時寝たきりの状態、もしくは認知症の状態が続き、食事や排泄
などの日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められる場合に
は、市が発行する認定書により障害者控除が受けられます。

問①②について…介護保険課☎２９９８-９４２０5２９９８-９４１０
　③について…高齢者支援課☎２９９８-９１２０5２９９８-１１４７
◆医療費控除対象表

対象サービス 対象金額

施　

設

・介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
・地域密着型介護老人福祉
　施設

１割自己負担額と食費、居住にかか
る自己負担額の合計の２分の１
◎特別な食事、居室にかかる費用を
除きます。

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

１割自己負担額と食費、居住にかか
る自己負担額
◎特別な食事、居室にかかる費用を
除きます。

居　

宅

医
療
系

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護

１割自己負担額と食費、滞在にかか
る自己負担額
◎特別な食事、居室にかかる費用を
除きます。
◎保険給付の支給限度額を超えて利
用した場合の全額自己負担となった
部分も、控除の対象になります。

福
祉
系

・�訪問介護（生活援助を
除く）
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・認知症対応型通所介護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護

１割自己負担額
◎居宅サービス計画(ケアプラン)に
位置づけられ、医療系介護サービス
と一緒に利用していることが前提で
す。
◎保険給付の支給限度額を超えて利
用した場合の全額自己負担となった
部分は、控除の対象になりません。

お
む
つ
代

　おむつ代の医療費控除を受けるには、１年目は医師による「おむ
つ使用証明書」の添付が必要になります。２年目以降は、要介護認
定者で主治医意見書の内容からおむつ使用の必要性が認められる
場合のみ、市が発行する確認書（発行までに１週間程度かかりま
す。）の添付で医療費控除を受けることができます。

送
付
先
・
問
所
沢
税
務
署
（
申
告
案
内
窓
口
）
〒
359
_

8601
並
木
１
_７

　

☎
２
９
９
３
_
９
１
１
１
（
自
動
音
声
案
内
に
て
「
０
」
番
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。）

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方

確
定
申
告
で
税
金
が
還
付
さ
れ
る
方

申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
て

郵
送
・
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
で

平
日
に
都
合
が
つ
か
な
い
方

納
税
は
口
座
振
替
で

　

市
内
の
中
学
生
・
高
校
生
か
ら
募

集
し
た
作
文
の
優
秀
作
品
を
決
定
し

ま
し
た
。

　

作
品
は
、
市
HP
（
「
税
に
関
す
る

作
文
」
で
検
索
）
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８
_
９
０
６ 

４
5
２
９
９
８
_
９
４
０
９

税
に
関
す
る
作
文
の
入
賞
作
品
を
決
定

所
得
税
の
確
定
申
告

２
月
16
日
㈬

　

〜
３
月
15
日
㈫

介護保険にかかわる
税申告時の所得控除のお知らせ
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